
和泉市建設工事等における郵便入札参加者心得

和泉市

この心得は、和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱(平成１９年８
月２１日制定)第２条に規定する建設工事等において郵便入札に参加しよう
とする者(以下「入札参加者」という。)が守るべき事項について定める。

１関係法令等の遵守
(１)入札参加者は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)、同法施行令(昭

和２２年政令第１６号)、建設業法(昭和２４年法律第１００号)、同法施
行令(昭和３１年政令第２７３号)等の関係法令並びに和泉市財務規則(昭
和３９年和泉市規則第１２号)及び和泉市建設工事等における郵便入札実施
要綱を遵守しなければならない。

(２)入札参加者は、和泉市建設工事特別簡易型総合評価落札方式実施要綱(平
成２１年１２月１日制定)、和泉市制限付一般競争入札実施要綱(平成１０
年１０月２１日制定)及び和泉市公募型指名競争入札実施要綱(平成１９
年１月１０日制定)又は指名通知書、仕様書、図面及び現場等を熟覧のう
え、入札に参加しなければならない。この場合において仕様書、図面等に
質疑がある場合は、公告等において定めるところにより質問することができ
る。

２入札保証金
入札参加者は、入札書を郵送する前に入札予定額の１００分の５以上の

入札保証金を納付しなければならない。ただし、和泉市財務規則第９０条の
規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りで
はない。

３入札書の書き方
(１)入札書には、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記入し、本市へ登録

の使用印又は実印を鮮明に押印しなければならない。建設工事における積算
内訳書についても同様とする。

(２)入札書には、消せないインクの筆記具等で記入すること。
(３)入札書には、楷書で T寧に記入しなければならない。金額については、

算用数字を用い、その数字の直前に「￥」を記入しなければならない。
(４)入札参加者は、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当

額を差し引いた金額を入札書の金額欄に記入しなければならない。



４公正な入札の確保
(１)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年

法律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(２)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価

格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなけ
ればならない。

(３)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的
に開示してはならない。

５入札の延期、中止
(１)入札参加者が不正な行為をし、入札を公正に執行できないと認められるとき及

び災害その他必要があると認めるときは、入札の延期又は中止をすることが
ある。

(２)郵便事情等による事故が発生した場合で必要があると認めるときは、入札の延
期又は中止をすることがある。

６開札
(１)開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。
(２)入札立会人及び開札傍聴者は、開札に際し、入札執行担当職員の指示に従い、

円滑な開札の執行に協力し、不適当な言動等により正常な入札の執行を妨げ
てはならない。

(３)入札立会人及び開札傍聴者が開札に関し妨害若しくは不正な行為をし、又はそ
のおそれがあると認めるときは、その者の開札及び開札の立会い又は傍聴を
拒否することがある。

７落札者の決定等
(１)入札比較価格の範囲内で最低価格の入札者を落札者とする。ただし、入札比較

価格に達しない場合は、不調として他の業者をもって再度入札を行う。
(２)入札比較価格の範囲内で同価格の入札者があった場合は、抽選により落札者を

決定する。この場合において、当該入札参加者は抽選を辞退することができ
ず、当該入札参加者から選定した入札立会人により抽選を行うものとする。

(３)前項の場合において、最低価格での抽選により決定した業者が契約締結できな
くなったときは、抽選を行った他の業者で再度抽選を行い業者決定

するものとする。
(４)特別簡易型総合評価落札方式の落札者の決定は、和泉市建設工事特別簡易型総



合評価落札方式実施要綱及び和泉市低入札価格調査実施要綱(平成２１年１
２月１日制定)により行う。

８契約金額の決定入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税相当額を加
算した金額
をもって契約金額とする(ただし、端数は円未満切捨て)。

９最低制限価格の設定
入札最低制限価格を設けた場合は、入札比較価格と入札最低制限価格の範囲
内で最低価格の入札者を落札者と決定する。入札比較価格と入札最低制限価格
の範囲内で最低価格の入札者が２者以上あるときは、７(２)及び(３)を準用する。

１０契約の保証
(１)落札者は、本市との契約の締結前に、次のいずれかに掲げる保証を付さなけれ

ばならない。
○契約保証金の納付(現金又は銀行保証の小切手に限る。)

○債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市⾧が確実と認め
る金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和
２７年法律第１８４号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。)の保
証

○債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証
○債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

(２)前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の１０
０分の１０以上としなければならない。

(３)契約保証金には利子を付さない。
(４)契約保証金は、契約目的物の引渡し後に全額を還付する。

１１前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、１０(１)に掲げる公共工事履
行保証証券(履行ボンド)による保証(引き渡した工事目的物又は成果物が種類
若しくは品質に関して契約の内容に適合しないものといった契約不適合の特
約を付したものに限る。)を求めることがある。この場合において、保証金額
は契約金額の１００分の３０以上とする。

１２前払金
和泉市建設工事前金払取扱規則(昭和４７年和泉市規則第１７号)第２条第

２項の規定により算出した額とする。



１３契約書の提出
(１)落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して７日以内に記名押印

(電子契約による場合は電子署名)した契約書(議会の議決に付すべき契約であ
るときは仮契約書)その他契約に必要な関係書類(以下「契約書等」という。)を
提出しなければならない。ただし、本市の承諾を得た場合はこの期間を変更
することができる。

(２)落札者が前項の期間内に契約書等を提出しないときは、その者と契約を締結し
ないことがある。

１４違約金の徴収
落札者が１３(１)の期間内に契約を締結しないときは、落札金額の１００分

の５に相当する金額を違約金として徴収する。

１５市議会の議決を要する契約
(１)市議会の議決を要する契約については、入札後仮契約を締結し、市議会で可決

されたときに本契約となるものとする。ただし、可決日の翌日から起算して
７日以内(本市の承諾を得た場合はこの期間を変更することができる)に１０
(１)の各号に規定する保証書等の提出がない場合は、契約は最初から成立しな
かったものとみなす。

(２)仮契約の相手方が仮契約期間中に指名停止等の措置を受けたとき及び契約の
相手方として不適当な事由があったときは、当該仮契約を解除することがあ
る。

(３)前項の規定により仮契約を解除しても、市は一切の責を負わないものとする。

１６異議の申立て
入札参加者は、入札後、仕様書、設計図書、現場等についての不明または

錯誤等を理由として異議を申し立てることはできない。また、郵便事情等に
より入札書等が到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできな
い。


